
 

【協定による当事者の負担軽減イメージ】川越市の場合 

※負担軽減の内容は、協定市町村のそれぞれ定めるところによります。 

 

 

●これまでの手続 

 

転 
 

出 
 

元 

返還手続（転出時） 

 

【提出するもの】 

・返還届 

・宣誓書受領証 

・宣誓書受領カード 

当 
 

事 
 

者 

証明書等交付手続（転入時） 

 

【提出するもの】 

・宣誓書 

・住民票の写し 

・婚姻していないことを証明する書類 

 （個人事項証明書等） 

 

証明書等の交付 

転
出
先
（
川
越
市
） 

 

 

 

●協定を締結した市町村間での手続 

 

転 
 

出 
 

元 

返還手続（転出時） 

 

 

 

各市町村で定める簡易な手続 

（川越市の場合、返還手続は不要） 

当 
 

事 
 

者 

証明書等交付手続（転入時） 

 

【提出するもの】 

・宣誓書受領証交付願 

  

転出元発行の宣誓書受領証と本人確認

書類の提示があれば、川越市から宣誓書

受領証等を交付します。（郵送も可） 

 

 

証明書等の交付 

転
出
先
（
川
越
市
） 

証明書等を交付した事実を通知 

 

 

 


